
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

令
和
三
年
十
二
月
二
十
八
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

松

村

二

郎

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
元
年
十
二
月
奈
良
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
次
項
第
七
号
」
を
「
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
及
び
次
項
第
六

号
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
一
号
を
第

十
二
号
と
し
、
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
子
」
の
下
に
「
（
勤
務
時
間
条
例
第
四

条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」
を
加
え
、

同
号
を
同
項
第
十
号
と
し
、
同
項
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

会
計
年
度
任
用
職
員
の
出
産
の
場
合

出
産
予
定
日
よ
り
六
週
間
（
多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ

て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
産
後
八
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

第
九
条
第
一
項
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十
五

会
計
年
度
任
用
職
員
が
配
偶
者
の
出
産
に
伴
い
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合

会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
の
出
産
に
係
る
入
院
等
の
日
か
ら
当
該
出
産
の
日
後

二
週
間
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
お
け
る
三
日
の
範
囲
内
の
期
間

十
六

会
計
年
度
任
用
職
員
の
配
偶
者
が
出
産
す
る
場
合
で
あ
っ
て
そ
の
出
産
予
定
日
の
六
週
間
（

多
胎
妊
娠
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
四
週
間
）
前
の
日
か
ら
当
該
出
産
後
八
週
間
を
経
過
す
る
日

ま
で
の
期
間
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
出
産
に
係
る
子
又
は
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る

ま
で
の
子
（
配
偶
者
の
子
を
含
む
。
）
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
こ
れ
ら
の
子
の
養

育
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

当
該
期
間
内
に
お
け
る
五
日

の
範
囲
内
の
期
間

十
七

会
計
年
度
任
用
職
員
が
不
妊
治
療
に
係
る
通
院
等
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合

一
年
度
に
お
い
て
五
日
（
当
該
通
院
等
が
体
外
受
精
又
は
顕
微
授
精
に
係

る
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
十
五
日
）
の
範
囲
内
の
期
間

第
九
条
第
二
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
五
号
と
し
、
第
七
号
を
第
六
号
と
す
る
。

附

則



こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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